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対人支援の心構え



ヒーローになりたい症候群

• 災害時には、よく見る

• たいていは、普段は何の支援にも関わってい
ない人（検診や相談会は、支援ではなく「業
務」）

• そういう人は、偉そうに「俺は前から言ってい
た」「こうやるべきだ」と語るだけ（逆にいえば、
この言葉を言ったら自分も終わり）

• 魔法の言葉をお教えします（笑）

支援は自分探しの場ではない（1）

• 他人に支援することにより、結果的に感謝され、

自分の存在価値を認められることによる、喜びを

得る人がいる

• 支援は、支援者がその欲求を満たす場ではない

• そういう支援者は、主に、自分の観点からの理想

と考える提案を押し付ける形での支援を行う

• 結果として、被支援者の尊厳は尊重されず、本人

にとっても、支援の実施主体である自治体にとっ

ても、望ましい結果（受益）にはならず、かえって

仕事が増える



支援は自分探しの場ではない（2）

• 医療や福祉には、もともと、ある一定数、自己

肯定感や自尊心の低さを補填するために、こ

の業界に入っている人がいる

• 同様に、災害支援などの場には、自己肯定感

をあげるがために、参加したがる人がいる

• 災害支援とは、慈善事業とか社会貢献とかで

はなく、社会づくり、地域づくりのサポートをす

ること

マズローの欲求5段階説

• 自分らしく生きていきたい

• 集団の中で高く評価されたい、
自分の能力を認められたい

（低位：他人から注目されたり賞
賛されたりすることを求める、
高位：自分が自分を承認できる）

• 家族や組織など、何らかの社会
集団に所属して安心感を得たい

• 身体的に安全で、かつ経済的
にも安定した環境で暮らしたい

• 生命活動を維持するために不
可欠な、必要最低限の欲求

https://studyhacker.net/maslow-hierarchy



支援は、誰のため？

• 支援をさせていただくことにより、多くの
ことを学ばせていただき、むしろこちらが
受けていることの方が多い

• 布施

• 「被災地に入る」

• 「勉強になりました」

「被災地」ってどこ？

• 「被災地」と呼ばれる土地には固有の地
名があり、まったく違う土地

• 全てが、誰かの思い出が詰まった故郷

• 誰にでも、大切にしているものがある



がれき いつものあの日が埋まってる 心の支え捜す人々
2011年3月24日5時45分

「うちの流し台だ」と言って涙を
流す大友千賀子さん（手前）と中
嶋明美さんは姉妹。実家の父親
と兄は車の中で遺体で見つかり、
母親は行方不明だ＝２１日、宮
城県名取市、金川雄策撮影

すべてが津波に流された。たくさんの⼈が亡く
なった。せめて生きていく心の支えにと、廃材や
泥の中で⼤切なものを捜す⼈たちがいる。がれき
のなかにも、思いのこもった無二の品が含まれて
いる。

津波に襲われた同県南三陸町。３０代の⺟親が
がれきの中でうずくまり、泣いていた。「なんに
も悪いことしてないのに。どうして……」

あの日、２歳の娘を寝かしつけ、山向こうの町
に買い物に出て地震に遭った。山を越えて轟音
（ごうおん）が響いてきたが⾞は動かず、坂道を
走った。そこから先の記憶はない。

娘は翌日、⾃宅があった場所から４００メート
ルほど離れたがれきの下で⾒つかった。消防団員
が顔を拭いてくれていた。いつもの⻭磨きのよう
に、⼝を⼤きく開けて指で泥をかきだしてあげた。

震災３日後、がれきの中から、やっとアルバム
を掘り出した。砂ぼこりが巻きあがる中、泥だら
けのアルバムを胸に⺟親は泣き続けた。

「勉強になりました」
「自分の地域に持ち帰って反映したい」

私の哀しみを

あなたの幸せにしないでください

※ 写真はイメージで、インターネットからダウンロードしたものに画像処理をしています。



いまだに帰らない家族を

待ち続けている人がいる

小松治さん 生活支援プロジェクトＫ副代表、アサヤ介護センター

骨でもいい、この胸に抱きしめたい
娘を捜し続ける家族の12年
百武信幸
毎日新聞 2023/3/11 20:32（最終更新 3/11 20:51）

「あむあむって食べている姿を想像するだけ
で、涙が出るね。巴那、どこにいるの。帰っ
ておいで」
＝宮城県石巻市で2023年3月11日午後4時21分、北山夏帆撮影

二⼈は、⻑男で6年生だった
堅登（けんと）さん（当時
12歳）を亡くし、4年生だっ
た⻑⼥の巴那（はな）さん
（同9歳）を今も⾃らの手で
捜している。
巴那さんと堅登さんを思い
手作りのお弁当を海に手向
けた鈴⽊義明さん（左端）、
実穂さん（左から2⼈目）。



被災者への対応

２．支援に携わる者（支援者）の心構えおよび留意事項

⑴ 支援者の心構え

①相談者を尊重した対応

②秘密の厳守と情報漏洩の防止

③職務の遂行

④身分を利用しないこと、公私の別を分
けること

⑤継続的なトレーニング

福井県 犯罪被害者等支援ハンドブック



２．支援に携わる者（支援者）の心構えおよび留意事項

⑴ 支援者の心構え

①相談者を尊重した対応
○ 相談者の自尊心と自己決定権を尊重して対応してください。

支援の目的は相談者が自分自身のコントロール感を取り戻
し、自分なりの生活を行えるようになることの手伝いであり、
支援者が「救済者」となって問題を解決することではないこと
を理解してください。

○ 被害に遭った後は、その衝撃で一時的に混乱状態になった
り、激しい怒りや悲しみの感情を表し、周囲のものが受け入
れるのが難しいように感じられることもあります。そういう被
害後の心理を十分に理解して、いわゆる「常識」で判断して
批判的にならないようにしてください。

○ 犯罪被害者等に対し、自分の考えを押しつけたり、こうある
べきだと求めないでください。犯罪被害者等は心理的に弱者
であると感じ、拒否するのが難しい状態になりがちですので、
なお一層の配慮が必要です。

福井県 犯罪被害者等支援ハンドブック

２．支援に携わる者（支援者）の心構えおよび留意事項

⑴ 支援者の心構え

②秘密の厳守と情報漏洩の防止
○ 活動をしていく中で、相談者の氏名、住所、被害の状況、支

援の内容など個人的な情報と関わることになります。地方公
務員法等の法令で保秘が義務付けられている場合はもちろ
んのこと、法令の定めがなくても守秘義務は絶対に守らなけ
ればなりません。また、定められた場所以外では、それを話
題にしてはいけません。

○ 相談内容等を他に連絡しなければならないようなことが起き
たときには、それを相談者に伝えて了解を得ておかなければ
なりません。

○ 情報が漏洩することは、社会的信頼を失墜させることはもち
ろん、それを知った相談者にも二次的被害を負わせることに
なります。情報漏洩の防止策は組織、個人とも徹底してくだ
さい。

福井県 犯罪被害者等支援ハンドブック



２．支援に携わる者（支援者）の心構えおよび留意事項

⑴ 支援者の心構え

③職務の遂行
○ 支援活動は、定められたことに対し責任を持って確実に

行ってください。

○ 自分の役割以外の活動をするようなことが起きた時や、
判断が必要となった時（電話相談を専門に行う役割の
支援者が、相談者に外で会って話がしたいと頼まれた
時など）は責任者に連絡し指示を仰ぐようにしてください。

○ 業務外の相談の場合には他の専門機関を紹介すること
になりますが、その際には、たらい回しにならないように
注意してください。（「３．他機関への紹介時の留意事
項」を参照のこと。）

福井県 犯罪被害者等支援ハンドブック

２．支援に携わる者（支援者）の心構えおよび留意事項

⑶ 他機関への紹介時の留意事項

① 相手の話を十分に傾聴し、ニーズを的確に
把握すること

② 詳細で確実な情報を伝達すること

③ 機関相互の情報交換と信頼醸成

④ 被害者自身が選択できるように伝えること

⑤ 相手機関への事前連絡

福井県 犯罪被害者等支援ハンドブック



２．支援に携わる者（支援者）の心構えおよび留意事項

⑴ 支援者の心構え

④身分を利用しないこと、公私の別を分けること

○ ボランティアを含め、組織の一員ということは公的な立場に
あるということです。その身分を組織以外のところで使用した
り、その地位を利用してはなりません。

○ 相談者と支援者の関係が私的になることを避け、相談に必
要な援助的距離を保つため、個人的に会うことは避けてくだ
さい。また、相談者から個人的に連絡したいと言われても、
連絡先は勤務先にし、自宅等の住所や電話番号などは知ら
せないでください。

福井県 犯罪被害者等支援ハンドブック

２．支援に携わる者（支援者）の心構えおよび留意事項

⑴ 支援者の心構え

⑤継続的なトレーニング

○ 活動は実際に参加するまでに基礎的な事前研修を
うけることはもちろんのこと、活動に従事するように
なってからも継続的な研修が欠かせません。研修を
受けることは支援者自身のケアにもつながります。

福井県 犯罪被害者等支援ハンドブック



２．支援に携わる者（支援者）の心構えおよび留意事項

⑵ 犯罪被害者等に対する対応要領

①基本的な支援対応の流れ（チャート）
②相談しやすい環境づくり

ア 相談場所の配慮
イ 安全の確保

③相談対応に当たっての基本的態度
④相談・カウンセリングにおける話の聴き方

ア はじめに
イ リラックスしながら話をよく聴き、それを受け入れること
ウ 自分の能力に応じた対応をすること
エ 対話を終えるとき

⑤二次的被害を防止するために

福井県 犯罪被害者等支援ハンドブック

「コミュニケーションの“戸締まり”」

• 患者さんとのコミュニケーションにおいて、心の扉が開く瞬間
がある。あるいは、医療者が意図的にその扉を開くこともある。
「今日はどうされましたか」だけでも扉は開く。そして、そこから
流れ出てくる感情は、人によっては自分自身を焼いてしまう炎
であったりする。病気によって失ってしまった事、苦しかった検
査や治療の記憶、大切な人たちともうすぐ別れなければならな
い悲しみ、そして「自分はもうこの世に必要とされない人間な
んじゃないか」という絶望……。

• 優しい医療者は、扉からあふれ出てきたそれら苦しみを、「う
んうん」と相づちを打ちながら、時にオウム返しに言葉を繰り返
して、「教科書通りに」コミュニケーションを取るだろう。その上
手なコミュニケーションのせいで、患者さんの扉はどんどんと
開いていき、苦しみは際限なく吐き出されていく。もちろんその
「吐き出し」そのもので、患者さんは楽にはなるのかもしれない。

西 智弘（川崎市立井田病院腫瘍内科／緩和ケア内科）
日本医事新報．登録日：2021-01-20，最終更新日：2023-02-06



「コミュニケーションの“戸締まり”」

• しかしその最後、患者さんが診察室を出ようとしたとき、その
心にきちんと“戸締まり”をする医療者がどれくらいいるだろう。
悲しみに浸かった診察室という非日常から、患者さんその人
の日常へと戻すための“戸締まり”。それを忘れると、患者さ
んは開きっぱなしの扉を抱えて、家に戻ってもどろどろとその
悲しみにとらわれたまま苦しむかもしれない。その結果、自分
をこの世から消してしまいたい衝動にかられるリスクもゼロで
はないのだ。

• 「今日はこれからどちらかに寄って帰られるんですか」「次回
の外来は〇月〇日にしていますからね」「今日は外が寒いで
すから、暖かくして帰ってくださいね」など。少し先の未来の予
定や、現実の天気の話。そういった言葉を少し挟むことが非
日常への“戸締まり”となり、患者さんは自然に“自らの日常”
へ帰っていくことができる。

西 智弘（川崎市立井田病院腫瘍内科／緩和ケア内科）
日本医事新報．登録日：2021-01-20，最終更新日：2023-02-06

「コミュニケーションの“戸締まり”」

• これはまた、病棟でも応用は可能で、「また明日会いに来ま
すね」「今日はお風呂の日ですね」「夕食何が出るか楽しみ
ですね」「夜はゆっくり休めますように」など、その場での日常
に患者さんを戻していく。

• 医療者は、心の扉を開くだけ開いておいて、放置している例
が散見される。コミュニケーションにも“戸締まり”を忘れずに。

西 智弘（川崎市立井田病院腫瘍内科／緩和ケア内科）
日本医事新報．登録日：2021-01-20，最終更新日：2023-02-06



被災された方への
声かけにあたって

• こちらが欲しい情報だけを効率よくとる、のではなく、
相手にとって「情報を伝えること」の意味が理解でき
て価値があるように、考慮する必要がある

• そのためには、諸般の周辺情報を頭に入れておく必
要がある

• いただいた情報に対しては、必ず繋ぐまでが責任と
考えて実践しないと、信頼関係は構築できない

• 避難所は、病棟のようなもので、
あまり休まる場所ではない

• 特に夜の活動は、配慮が必要
• 被災も事情も様々であり、決めつ

けず、Informed Choiceを

訪問歯科診療
歯科健診
歯の予防週間来場者

来院患者

診療室内 診療室外

避難所巡回
歯科保健活動≠

他人の家に突然押しかけて行くようなもの
そこで強く勧めれば、それは押し売り

歯科治療をする希望があるか、
歯科保健に対して興味がある人
（もしくは、義務であることを自覚している人）

地域保健活動でのニーズは
診療室外での活動ともまた違う



声かけは、さまざま

• お疲れの所申し訳ございません。＊＊市から
派遣されてきました、歯科衛生士の〇○と申
します。少しお時間をいただいて・・・

• こんにちはー。今日も暑いですねー。ここでこ
の暑さが続くと、きついですよね・・・ そういえ
ば今日は、△△からマッサージ来るって書い
てありましたけど、こういうのやってもらったり
もされてます？さすがにちょっと、足腰もしん
どくなりますよね。。。あ、私ですか？私は歯
やお口のお困りごとが・・・

© 2018 DPHD

猪突猛進は迷惑！ 寄り添う気持ちが大切

「いつも」に戻るのを応援する

福岡県歯科衛生士会が災害支援から学んだこと，福岡県歯科衛生士会災害支援チーム

イラスト©DH-KEN「災害歯科保健支援」, 2020



心理的応急処置（PFA） フィールド・ガイド

• WHO出版

www.who.int

• 3機関の協働

- World Health Organization

- War Trauma Foundation

- World Vision International

• 24の国際機関（UN/NGO)が
推奨

• 数カ国語に対応

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

心理社会的サポート

災害時こころの情報支援センター資料より引用改変

PFA（サイコロジカル・ファーストエイド）

– 押しつけがましくない、現実に役立つケアや支援

– ニーズや心配事の確認

– 水や食料など、必需品の援助

– 無理強いせず、傾聴し、安心させ、落ち着かせる

– 情報や公共サービス、社会的支援をつなぐ

– さらなる危害からの保護

– 何が起こったのか、どれほど辛かったのかを、聞き
出したり、整理させるものではない

被災者の長期経過の調査から、良好な予後と関連
する要因を抽出し、対応の指針としてまとめたもの。

災害時こころの情報支援センター資料より引用改変



PFA 活動原則

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

準備 • 危機的な出来事について調べる

• その場で利用できるサービスや支援を調べる

• 安全と治安状況について調べる

見る • 安全確認

• 明らかに急を要する基本的ニーズがある人の確認

• 深刻なストレス反応を示す人の確認

聞く • 支援が必要と思われる人々に寄り添う

• 必要なものや気がかりなことについてたずねる
• 人々に耳を傾け、気持ちを落ち着かせる手助けをする

つなぐ • 生きていく上で基本的なニーズが満たされ、サービス
が受けられるように手助けをする

• 自分で問題に対処できるように手助けする

• 情報を提供する

• 人々を大切な人や社会的支援と結びつける

災害時こころの情報支援センター資料より引用改変





NGワード︓傷つける⾔葉
被災地ボランティアが⾔わない⽅が良い⾔葉として、次のよ
うな⾔葉があげられます。
• がんばってください
• 前向きに⾏きましょう
• 早く忘れましょう
• 泣いてはいけません
• 気持ちはわかります
• 私にはとても耐えられません
• あなたはまだまし
語る側は善意でも、相手を傷つけることがあります。正しい
⾔葉もあるかもしれませんが、苦しい時に正論を聞いても、
辛いだけのこともあります。
時には、「被災者」という⾔葉に傷つくことさえあります。

災害ボランティアNGワード︓台風19号︓
豊かなコミュニケーションのために
碓井真史 | 新潟⻘陵⼤学⼤学院教授（社会心理学)／スクールカウンセラー

2019/10/20(日) 
8:39

支援を受ける側の権利は？

「災害時だからこの程度で仕方がない」

「被災者がそこまで求めるのは贅沢だ」

・・・受援者の権利は守ら得ているか？

• 国際人道法や人権法、難民法の規定に反映さ
れている、被災者の権利

● 尊厳のある生活への権利

● 人道援助を受ける権利

● 保護と安全への権利



支援者支援

実際の支援活動にあたり、話す相手

• 被災者

• 避難所の管理者

• 自治体の職員

• 支援を采配している現地の保健医療者

• 外部から支援に来た保健医療者

＝どんなに大変でもたかが仕事、いつか帰れば
家はある

被災しながらも支援にあたる被災者は
とても多い！



地域保健支援は、直接支援ではない

• 災害支援は、あくまでも、一時的なものである

• しかし、対象者は、これからもずっと生活して
いく

• 対象者を中心と考えれば、これからもずっと
ある地域支援が継続していくことが良いわけ
で、地域保健支援は、あくまでも、地域による
支援をサポートする間接的な支援（支援者支
援）であるべきである

支援 ＝ Assistance

of the people,

by the people,

for the people

recovery 
Team＝DMATDisaster Medical 

人民の人民による人民のための政治復興



そして訂正のお知らせ

勝手に

8章 災害時の歯科保健
(1)大規模災害時の保健医療対策

1．日頃からの災害対策
2．災害対策本部と災害時のフェーズ
3．医療救護チームと災害拠点病院
4．超急性期の災害医療
5．急性期の歯科医療救護・口腔支援
6．誤嚥性肺炎と災害関連死

(2)被災地での歯科保健活動
1．被災地での歯科保健活動に必要な心構え
2．歯科衛生士が行う被災者支援と歯科保健活動

1）保健活動フェーズ0～1

2）保健活動フェーズ2

3）保健活動フェーズ3以降

(3)災害時の個人識別における歯科衛生士の役割
1．災害時医療としての歯科的個人識別
2．歯科的個人識別の実際

1）口腔内写真撮影
2）エックス線写真撮影
3）メモとしてのデンタルチャート作成

3．災害時の歯科的個人識別における歯科衛生士の役割

歯科衛生学シリーズ 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み1 保健生態学

一般社団法人全国歯科衛生士教育協議会 監修 定価 6,380円（本体 5,800円＋税10％） 2023年2月

• 歯科界の総意とは異なる、あく
までも個人的な意見

• 規定されている業務でもない
• 教科書に記載するのは不適切



論理展開に無理があるし、業務に規定されていません

？

？

昭和二十三年法律第二百五号
医療法

• 個人識別・・・一致なし

• 身元確認・・・一致なし

• 検案・・・一致なし

• 検死・・・一致なし

• 歯科衛生士・・・一致なし



昭和二十三年法律第二百四号
歯科衛生士法

第一条 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の
予防及び口くう衛生の向上を図ることを目的とする。

第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許
を受けて、歯科医師（歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下
同じ。）の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に
掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を
機械的操作によつて除去すること。

二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。

２ 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二
百三号）第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、
歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。

３ 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名
称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。

昭和二十三年法律第二百四号
歯科衛生士法

第十三条 歯科衛生士でなければ、第二条第一項に規定する業をし
てはならない。但し、歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）の
規定に基いてなす場合は、この限りでない。

第十三条の二 歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、
主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、
医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師
が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしては
ならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。

第十三条の三 歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たつて主
治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければなら
ない。

第十三条の四 歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業
地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなけれ
ばならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。

第十三条の五 歯科衛生士は、その業務を行うに当たつては、歯科
医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医
療の確保に努めなければならない。



？

？

？

？



明らかに、「最大の役割」では、ありません

それを「与えられた使命」というのは「過言」
です

？

？

歯科衛生士に与えられた

「使命」とは？



歯科支援で最も緊急なもの？

• 遺体の身元確認も大切．でも生きている
人が生き延びることはもっと大切．

• 義歯がなくて食べられない人に義歯をつ
くるのも大切．でも義歯がなくても安全に
栄養摂取できるものを供給し，二次被害
を起こさないようにするケア（誤嚥性肺
炎予防の口腔ケア）はもっと大切．

気仙沼歯科医師会 金澤洋先生

最も優先すべきものは？

• 生きてさえいれば、何とかなります

– 死んだら、何もできません

• いま、ケアが足りずに災害関連疾病になり、
そして災害関連死へまっしぐらの方々を救う
ことも、医療者のすべき最大の使命です

• そして歯科衛生士は、口腔ケアで命を救える
ことのできる、唯一の職種です

– 既に死んでしまった人には悪いですが、ご家族の
元に戻るのは、しばらくお待ちいただきましょう

生き延びること！



歯科衛生士法

• 第一条 この法律は、歯科衛生士の資格を
定め、もつて歯科疾患の予防及び口くう衛生
の向上を図ることを目的とする。

• 第二次世界大戦後、アメリカの連合国軍総司令部
（ＧＨＱ）が日本の公衆衛生の改善を求め指導

• １９４７年（昭和２２年）保健所法が改正され、歯科衛
生が業務に取り入れられ、歯科衛生士は保健所に
ての歯科予防処置や歯科保健指導が業務となる

• １９４８年（昭和２３年）歯科衛生士法が制定

• １９５５年（昭和３０年）歯科衛生士の業務に歯科診
療補助追加

令和4年版歯科衛生士国家試験出題基準

四 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

Ⅶ 地域歯科保健活動



歯科衛生士に期待される連携（再掲）
（架け橋）

• 医療ー保健

• 診療室ー地域社会

• 医療者目線ー生活者目線

• 女性支援者（職員含む）

• 歯科ー他職種

• 平常時から災害時、そして復興に向かっ
ていく「地域」の継続

災害対策のキーワード

• 普段通り

• 普段をどこに設定するのか

• いかに普段通りをキープするのか



災害対応における支援の位置づけ

共助： 地域や身近な人同
士の取り組みや助け合い自助 共助

公助： 地方自治体や国
などによるとりくみや救助

災害対応

支援： 共助や公助では
足りない部分を外部から
補い支えるもの

公助

支援支援
支援 支援

支援

防災
準備

災害保健医療支援における関係者

共助： 地域や身近な人同
士の取り組みや助け合い

医療
機関

個別
支援

公助： 地方自治体や国
などによるとりくみや救助

災害対応

支援： 共助や公助では
足りない部分を外部から
補い支えるもの

自治体・保健所

JDATJRAT
JDA-DAT DPAT

JMAT

防災
準備



体制・準備

災害対応

災害支援
緊急援助

地域支援
地域防災

直接支援
被災者支援

支援者支援
間接支援

×

→対策・防災

いつもの生活を
取りもどす！

いつもの生活
を続けられる

準備をしよう！





誰にでも
いつでも

健康で幸せに生活する
機会のある社会を

活動要領・行動指針・規則
根拠法・協定
共通書式・アクションカード
参考文献
日歯８０２０テレビ
障害研修ライブラリー
ｅラーニング



動画で一般向けに平
易につくられています
（それぞれ6分ほど）

過去に災害時に地元
ケーブルTVで放映さ
れたこともあります

<１>備えておくこと
<2>自分でできること

災害時こそ大切！
お口のケア

共通書式などは全て
こちらに載っています

歯科医師もこちらから
ご確認ください

共通書式
マニュアル
ポスター



これ全て見て学んだ方は、
日衛に登録されます

歯科衛生士 2970円
日衛正会員 1782円

歯科医師その他 4455円
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142巻3号 2023年3月号

大規模災害の“食べる”支援
―多職種による実践報告と今後の展望

【第1部 各職種から】
総論︓災害時の多職種での“⾷べる”⽀援体制の必

要性 中久木康一……322
災害栄養の領域から─エビデンスが明らかにする

災害時の栄養課題 笠岡(坪山)宜代……329
医師の視点から―発災直後からの摂⾷⽀援活動を

通して 前田圭介……337
保健領域から―災害時の地域マネジメントと連携

推進 宮﨑美砂子……341
⻭科領域から―被災地でのNST活動と平時からの

多職種連携 河瀬聡一朗……346
リハビリテーションの領域から―とくに⾔語聴覚

士として ⻄脇恵子……352

【第2部 座談会】
“ ⾷べる”⽀援のtransdisciplinary approach－
みえてきた課題と多職種で結ぶ未来

中久木康一，笠岡(坪山)宜代，原田浩美，服部
希世子，大友康裕……356

2015年6月15日発刊
一世出版

2000円！

2016年7月10日発刊
クインテッセンス出版

1800円！

医歯薬出版

2018年2月1日発刊
医歯薬出版 7,200円砂書房

災害歯科保健医療
標準テキスト

2021年12月発刊！



2021年12月24日発売！
一世出版

本体2,900円（税込み 3,190円）

日本災害時公衆衛生歯科研究会
http://jsdphd.umin.jp/

ML登録

2015年6月15日発刊
一世出版

A3判 2000円

歯科医師会・歯科衛生士会、行
政・保健所勤務など、災害時の保
健医療対応に関わる方々どなたで
も、登録お待ちしております！

日本災害時公衆衛生歯科研究会
ML登録係

jsdphd-admin＠umin.net

書籍・研究報告書など

研修会動画・配布資料など

アセスメント票・アクションカード・パンフ・ポスターなど

研修動画・活動動画・研修準備資料など

メーリングリスト
各種書式・パンフレット
研修媒体動画
研修会資料・動画



日本歯科衛生士会
協力

動画 5分
１カ月の活動の流れ

動画 10分
組織的間の役割分担や準備

nakakuki@biglobe.jp

http://eagerdental.jimdo.com/

＠女川温泉ゆぽっぽ


